
 
【第
１
号
】市
税
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

地
方
税
法
等
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
個
人
の
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

な
ど
に
つ
い
て
左
記
の
改
正
等
を
行
う
も
の
で
す
。 

【主
な
改
正
内
容
】 

 
 

 

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
延
長
・見
直
し
を
行
う
も
の
で
す
。 

 

（現
行
）  

平
成
22
年
度
～
令
和
※

15
年
度 

 

 

（改
正
後
） 

平
成
22
年
度
～
令
和
20
年
度 

 

※
こ
の
改
正
に
よ
り
期
間
を
最
長
「令
和
17
年
度
」と
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
の
特
例
が
削
除
さ
れ
ま
す
。 

 

○
施
行
期
日 

令
和
５
年
１
月
１
日 

 
 

  

 

不
動
産
登
記
法
及
び
地
方
税
法
の
規
定
が
新
設
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
DV
被
害
者
等
の
保

護
を
目
的
と
し
て
、
登
記
所
か
ら
通
知
さ
れ
る
「住
所
に
代
わ
る
事
項
」
を
記
載
し
た
証
明
書

等
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
「住
所
」を
記
載
し
た
証
明
書
等
と
同
様
の
扱
い
と
す
る
も
の

で
す
。 

 

○
施
行
期
日 

令
和
６
年
４
月
１
日 

掲
載
候
補
１ 

市
税
条
例
等
の

一
部
の
改
正
を
実
施 

※見出しや内容の表現は案になります。また、用語解説や写真を適宜掲載します。 

個
人
の
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
特
別
税
額
控
除
に
関
す
る
も
の 

固
定
資
産
税
の
納
税
証
明
書
等
の
交
付
又
は
固
定
資
産
課
税
台

帳
の
閲
覧
に
お
け
る
DV
被
害
者
等
の
住
所
に
代
わ
る
事
項
の
記

載
に
関
す
る
も
の 

 

 

【第
３
号
】消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例  

 

令
和
２
年
６
月
５
日
に
、
年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の

一
部
を
改
正

す
る
法
律
が
公
布
さ
れ
、
年
金
担
保
貸
付
事
業
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
消

防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
責
任
共
済
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
が
改
正
さ
れ
た
た
め
、
当
該

条
例
に
つ
い
て
も
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。 

〇
施
行
期
日 

公
布
の
日
か
ら
施
行 

掲
載
候
補
２ 

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の

一
部
を
改
正 

※見出しや内容の表現は案になります。また、用語解説や写真を適宜掲載します。 

 

【第
５
号
】自
転
車
等
駐
車
場
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例  

 

こ
れ
ま
で
JR
津
田
沼
駅
前
の
歩
道
を
利
用
し
て
日
ぎ
め
自
転
車
等
駐
車
場
を
設
置
し
て
い
る

状
況
と
な
っ
て
い
た
、
津
田
沼
駅
第

一
自
転
車
等
駐
車
場
及
び
津
田
沼
駅
第
二
自
転
車
等
駐
車

場
を
廃
止
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。  

〇
施
行
期
日 

令
和
４
年
１０
月
１
日 

掲
載
候
補
４ 

JR
津
田
沼
駅
前
の
歩
道
駐
輪
場
を
廃
止 

 

【第
６
号
】手
数
料
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の

一
部
改
正
等
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う

も
の
で
す
。 

【主
な
改
正
内
容
】 

 

建
築
行
為
を
伴
わ
な
い
既
存
住
宅
の
認
定
制
度
を
創
設
し
ま
す
。 

〇
施
行
期
日 

令
和
４
年
１０
月
１
日 

掲
載
候
補
５ 

長
期
優
良
住
宅
に
関
す
る
手
数
料
の
項
目
及
び
金
額
を
改
正 

 

【第
４
号
】病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例  

 

保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
等
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
外
来
機
能
の
明
確
化

及
び
医
療
機
関
間
の
連
携
の
推
進
を
目
的
と
し
た
、
①
非
紹
介
患
者
初
診
加
算
料
、
②
紹
介
済

患
者
再
診
加
算
料
の
額
、
及
び
③
紹
介
状
な
し
で
受
診
し
た
患
者
等
か
ら
定
額
負
担
を
徴
収
す

る
責
務
が
あ
る
医
療
機
関
の
対
象
範
囲
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。  

【主
な
改
正
内
容
】 

 

〇
改
正
前
（医
科
） 

５
，
５
０
０
円 

↓ 

改
正
後
（医
科
）
７
，
７
０
０
円 

 
 
 
 
 
 
 

（歯
科
） 

３
，
３
０
０
円 

↓  
 
 
 
 

（歯
科
）
５
，
５
０
０
円 

 

〇
改
正
前
（医
科
） 

２
，
７
５
０
円 

↓ 

改
正
後
（医
科
）３
，
３
０
０
円 

 
 
 
 
 
 
 

（歯
科
） 

１
，
６
５
０
円 

↓  
 
 
 
 

（歯
科
）２
，
０
９
０
円 

 

 

〇
施
行
期
日
等 

令
和
４
年
10
月
１
日
か
ら
施
行
・適
用 

掲
載
候
補
３ 

非
紹
介
患
者
初
診
加
算
料
及
び
紹
介
済
患
者
再
診
加
算
料
を
改
定

①
非
紹
介
患
者
加
算
料 

②
紹
介
患
者
再
診
加
算
料 

③
対
象
機
関 

〇
改
正
前 

・特
定
機
能
病
院 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改
正
後 

 

・特
定
機
能
病
院 

 
 
 
 
 
 
 
 

・地
域
医
療
支
援
病
院 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・地
域
医
療
支
援
病
院 

 
 

 
 

 
 

(

一
般
病
床
２
０
０
床
以
上
）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

一
般
病
床
２
０
０
床
以
上
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              (

一
般
病
床
２
０
０
床
以
上
） 

admin
テキストボックス
令和4年5月23日広報委員会【資料3-②】



※見出しや内容の表現は案になります。また、用語解説や写真を適宜掲載します。 

 

【第
９
号
】損
害
賠
償
の
額
の
決
定
に
つ
い
て  

 

平
成
28
年
11
月
23
日
に
、
市
が
維
持
管
理
す
る
下
水
道
管

（東
船
橋
２
丁
目
）
が
破
損
し

汚
水
が
逆
流
し
た
こ
と
に
よ
り
、
事
業
者
の
店
舗
内
装
に
汚
損
等
の
損
害
を
与
え
た
件
に
つ

い
て
、
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る
も
の
で
す
。 

 

〇
損
害
賠
償
額 

３
２
５
０
万
円 

掲
載
候
補
７ 

損
害
賠
償
の
額
を
決
定 

 

【議
案
第
11
号
】専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

（市
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
） 

【議
案
第
12
号
】専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（都
市
計
画
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
） 

 

地
方
税
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
令
和
４
年
３
月
31

日
に
公
布
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
左
記
の
改
正
を
実
施
し
ま
し
た
。 

【主
な
改
正
内
容
】 

  

 

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
お
よ
び
記
載
事
項
の
証
明
書
の
交
付
に
際
し
、
地
方
税
法
上

で
DV
被
害
者
等
の
保
護
の
た
め
の
支
援
措
置
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
条
例
上
も
明

確
に
す
る
も
の
で
す
。 

 

目
的
：DV
等
の
加
害
者
が
、
証
明
書
の
交
付
等
を
不
正
に
利
用
し
て
、
被
害
者
の
住
所
を 

 
 

 
 
 
 
 
 

探
索
す
る
こ
と
を
防
止
し
、
被
害
者
の
保
護
を
図
り
ま
す
。  

 
 

 

 
景
気
回
復
に
万
全
を
期
す
た
め
、
土
地
に
係
る
固
定
資
産
税
の
負
担
調
整
措
置
に
つ
い

て
、
激
変
緩
和
の
観
点
か
ら
、
令
和
４
年
度
に
限
り
、
商
業
地
等
に
係
る
課
税
標
準
額
の
上

昇
幅
を
評
価
額
の
２
．
５
％
（通
常
５
．
０
％
）と
し
ま
す
。 

 
 ○

施
行
期
日 

令
和
４
年
３
月
31

日 

掲
載
候
補
８ 

市
税
条
例
等
の

一
部
の
改
正
の
た
め
の
専
決
処
分
を
実
施 

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
又
は
記
載
事
項
の
証
明
書
の
交
付

の
際
の
DV
被
害
者
等
の
保
護 

商
業
地
等
に
係
る
課
税
標
準
額
の
上
昇
幅
を
半
減 

 

 

【第
７
号
】令
和
４
年
度
小
学
校
（１
・２
年
）電
子
黒
板 

  

（北
部
・西
部
地
区
）物
品
供
給
契
約
の
締
結
に
つ
い
て 

【第
８
号
】令
和
４
年
度
小
学
校
（１
・２
年
）電
子
黒
板 

 

（南
部
・東
部
地
区
）物
品
供
給
契
約
の
締
結
に
つ
い
て 

 

【主
な
事
業
内
容
】 

 

市
内
公
立
小
学
校
の
１
・２
年
生
の
全
普
通
学
級
に
電
子
黒
板
を
整
備
す
る
契
約
を
締
結
す

る
も
の
で
す
。 

〇
契
約
金
額 

 

 

１
億
６
７
２
０
万
円
（北
部
・西
部
地
区
）  

 
 

１
億
６
２
８
０
万
円
（南
部
・東
部
地
区
） 

〇
契
約
の
方
法  

一
般
競
争
入
札 

掲
載
候
補
６ 

市
内
公
立
小
学
校
低
学
年
の
全
普
通
学
級
に
電
子
黒
板
を
整
備 




